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上場維持基準への適合に関するお知らせ 

 

当社は 2023年 5月 30日に、スタンダード市場の上場維持基準への適合に向けた計画書（以

下、「当初計画書」といいます。）を提出し、その内容を開示いたしました。 

この度、2026年 4月 1日に、東京証券取引所より「上場維持基準（分布基準）への適合状況につ

いて」を受領し、当社の判定基準日である 2026年 2月 28日時点において上場維持基準の全項目

に適合していることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 当社の上場維持基準への適合状況 

当社のスタンダード市場の上場維持基準への適合状況の推移は以下のとおりです。 

2025 年 2 月 28 日時点では「流通株式比率」が適合しておりませんでしたが、「当初計画書」

に基づく取り組みを継続的に進めた結果、2026 年２月 28日時点で全ての項目において適合い

たしました。 

 
株主数 

（人） 

流通株式数 

（単位） 

流通株式 

時価総額 

（億円） 

流通株式 

比率 

（％） 

当社の 

適合状況 

及び 

その推移 

2023 年 2 月末時点 1,847 18,793 10 14.6 

2024 年 2 月末時点 4,196 26,196 16 20.4 

2025 年 2 月末時点 5,116    31,712    22 24.7 

2026 年 2 月末時点 5,060   32,305    25 25.2 

上場維持基準 400 以上 2,000 以上 10 以上 25.0 以上 

適合状況 適合 適合 適合 適合 

※ 当社の適合状況は、東京証券取引所が 2026 年 2 月末日時点で把握している当社の株券等の分布

状況等をもとに算出されたものです。 



2. 上場維持基準の適合に向けた取り組みの実施状況および評価 

当社は「当初計画書」に記載のとおり、流通株式比率の向上に向けた各種施策を推進して

参りました。この結果、全ての基準項目をクリアすることができました。 

今後もスタンダード市場の上場維持基準を安定的に維持するとともに、持続的な成長と中

長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。 

 

以 上 

 


